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「都市開発諸制度」との連携や「エネルギー有効利用計画制度」の導入

都は、地域特性に応じた質の高い都市空間の整備に向け、都市開発に係る様々な制度を通じ、バラン
スのとれた都市機能の更新を促しています。こうした都市開発の機会を捉え、開発計画の早い段階か
ら環境対策を織り込むことで、環境負荷の少ない都市づくりを推進しています。

都市開発における環境対策

都市開発諸制度と連携した
CO2 削減の推進
　都では、目指すべき地域ごとの「将
来像」の実現に向け、「特定街区」、「再
開発等促進区を定める地区計画」、

「高度利用地区」、「総合設計」の４
制度（以下「都市開発諸制度」という。）
を戦略的に活用した都市づくりを進め
ています。この都市開発諸制度の適
用に当たり、運用基準に基づき環境
負荷の低減に寄与する取組を行うよう
誘導しています。
　CO2 削減の推進は、その取組の１
つです。都市開発諸制度を活用して
建設する建築物には、建築物環境計
画書における「建物の熱負荷の低減」
と「設備システムの省エネルギー」の
評価項目を活用し、評価基準と誘導
目標という２つの基準を設ける仕組み
によって、段階的により高い水準の
CO2 排出削減対策に取り組むことを
求めています。
　こうした仕組みの導入により、都市
開発諸制度を活用した新築建築物に
は一定以上の環境対策を求めると同
時に、より高い環境性能を誘導するこ
とで、都の新築建築物の環境性能を
牽引する役割を果たしています。

都市再生特別地区
　都市再生緊急整備地域内では都
市再生特別地区を定め、高次のイン
フラ導入や国際競争力の強化、さら
なる環境性能に優れた計画を誘導し

ています。この制度では、都市開発諸
制度のような運用基準を定めていませ
んが、民間事業者の独創的なアイデア
を生かし、その力を最大限に発揮でき
る都市計画提案を促進することとしてお
り、面的エネルギー利用やコジェネレー
ションシステムの導入など、CO2 削減に
向けた積極的な取組がなされています。

地域エネルギーの
有効利用を推進
　東京では、都心部を中心に活発な都
市開発が進んでいます。こうした中、都
は、新築等全ての建築物の延べ面積の
合計が 50,000m2 を超える大規模な開
発を行う事業者に、計画策定の早い段
階において、未利用エネルギーの積極
的な活用などエネルギーの有効な利用
についての措置を求める「エネルギー有
効利用計画書制度」を2010 年 1月か
ら開始しています。
　この制度では、①新築建築物の省エ
ネルギー性能の目標設定、②空調排熱

などの未利用エネルギーや太陽光発電
などの再生可能エネルギーの導入検討、
③地域冷暖房の導入検討の３つを柱に、
地域におけるエネルギーの有効利用を
図ることで、環境負荷の少ない省エネル
ギーで低炭素型の都市づくりを推進して
います。

地域冷暖房施設の
エネルギー効率の向上
　都は、一定の基準を満たす効率的な
エネルギー供給を行う地区を地域冷暖
房区域として指定することができます。
指定された区域内に一定規模以上の新
築建築物を建築しようとする者は、熱供
給の受入を検討し、報告を行う必要があ
ります。
　一方で、地域エネルギー供給事業者に
は、毎年度、地域エネルギー供給実績
報告書を作成し、提出することを義務付
けています。都は、この実績報告に基づき、
エネルギー効率の評価・公表を行い、エ
ネルギー効率の向上を促進しています。
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